
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　〈緩和措置の要件〉　　　

◎指定条件を満たす場合は、着手指定日において、他の工事現場に配
　置技術者として配置されていないこと。

　　〈対象となる工事（指定条件）〉　　　

◎一定期間工事施工が行われないため、配置技術者の配置を要しな
　いと本市が判断した工事であること。

　　〈適用期間〉　　

◎平成25年8月30日から平成28年3月31日までに入札公告又は指名
　通知を行う工事から実施します。

　　〈手続きについて〉　　　

◎落札候補者となり、指定条件に示された、他の工事に配置している
　技術者を当該工事の技術者として配置する場合は、配置技術者
　届出書【様式１】を契約担当課へ提出して下さい。

　【お問い合せ先】   
      財政局契約課工事契約係 電話　０２２－２１４－８１２５
      都市整備局技術管理室 　 電話　０２２－２１４－８２９０

　　・他の工事（手持ち工事）は、これ以前の工事であっても対象となります。

平 成 ２ ５ 年 ８ 月

技術管理室

仙 台 市 契 約 課

◎他の工事（手持ち工事）が本市（企業局を含む）発注工事であること。

　　・対象工事については、特記仕様書等に「着手指定日」を明示する。

仙台市発注工事において配置技
術者の配置要件を緩和する運用
を実施します。


